
○草津市消防団員被服貸与規程 

平成元年９月３０日 

訓令第５号 

（趣旨） 

第１条 この規程は、草津市消防団条例（昭和３８年草津市条例第１６号）第１３条

の規定に基づき、草津市消防団員（以下「消防団員」という。）の被服および貸与

品(以下「服装品」という。) の貸与について必要な事項を定めるものとする。 

（貸与品目、数量および期間） 

第２条 消防団員に貸与する服装品の品目、数量および貸与期間は、別表のとおりと

する。ただし、特別の理由があると認めたときは、市長は、貸与期間を変更するこ

とができる。 

２ 貸与期間は、貸与した月から起算する。ただし、新品でない服装品については、

既に他の者が貸与を受けた期間を除くものとする。 

（服装品の着用および保管義務） 

第３条 貸与された服装品（以下本則において「貸与服装品」という。）は、職務中

着用するものとし、常に善良な管理者の注意をもつて保管しなければならない。 

２ 貸与服装品をみだりに改造し、他人に貸与し、または入質等をしてはならない。 

３ 貸与服装品の補修、洗濯その他保管に必要な費用は、被貸与者の負担とする。 

４ 貸与服装品を故意または過失によつて亡失し、またはき損したときは、その損害

を賠償し、再貸与を受けるものとする。 

（返納義務） 

第４条 貸与服装品は、退職し、もしくは死亡したときまたは同一の被服を貸与され

ない階級に異動したときは、これを返納しなければならない。ただし、伝染病疾患

等によつて死亡し、または退職し、市長が特に返納の必要がないと認めたときは、

この限りでない。 

２ 貸与期間が満了した貸与服装品については、ゴム長靴、黒短靴および手袋を除

き、原則として返納するものとする。ただし、市長が特に返納の必要がないと認め

たときは、この限りでない。 

（整理） 



第５条 市長は、貸与品整理カード（別記様式）を備え、必要事項を記入し、常に整

理しておかなければならない。 

（その他必要な事項） 

第６条 この規程の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。 

付 則 

１ この訓令は、平成元年１０月１日から施行する。 

２ この訓令の施行日前に貸与された服装品については、この訓令の規定により貸与

された服装品とみなす。 

付 則（平成１１年４月１日訓令第４号） 

この訓令は、平成１１年４月１日から施行する。 

付 則（平成１３年３月３０日訓令第６号） 

この訓令は、平成１３年４月１日から施行する。 

付 則（平成１５年８月１日訓令第５号） 

１ この訓令は、平成１５年８月１日から施行する。 

２ この訓令の施行の際、現に改正前の草津市消防団員被服貸与規程の規定により貸

与を受けているものについては、改正後の草津市消防団員被服貸与規程の規定によ

り貸与された被服等とみなす。 

付 則（令和８年３月３０日訓令第５号） 

この訓令は、令和８年４月１日から施行する。 

別表（第２条関係） 

男性消防団員用 

番号 貸与品目 数量 期間 

１ 衣（甲種） １着 １０年 

２ 下衣 １本 １０年 

３ 帽 １個 １０年 

４ 衣（帯） １本 １０年 

５ 夏上衣 １着 １０年 

６ 夏下衣 １本 １０年 

７ 夏帽 １個 １０年 



８ 夏衣用ベルト １本 ５年 

９ 活動上衣 １着 ５年 

１０ 活動ズボン １本 ５年 

１１ 活動帽 １個 ５年 

１２ 活動服用ベルト １本 ５年 

１３ 衣（乙種） １着 在任期間 

１４ 防火衣 １着 在任期間 

１５ 防火帽 １個 在任期間 

１６ 防火長靴 １足 在任期間 

１７ 雨衣 １着 ５年 

１８ 黒短靴 １足 在任期間 

１９ ゴム長靴 １足 ５年 

２０ ネクタイ １本 １０年 

２１ 消防団員手帳 １冊 在任期間 

２２ 階級章 各１対 ５年 

２３ 衣（えり章） 各１対 ５年 

２４ 安全帽 １個 １０年 

２５ 白手袋 １双 ２年 

２６ 革手袋 １双 ２年 

女性消防団員用 

番号 貸与品目 数量 期間 

１ 衣（甲種） １着 １０年 

２ 下衣 １本 １０年 

３ 帽 １個 １０年 

４ 衣（帯） １本 １０年 

５ ブラウス １着 ５年 

６ 夏上衣 １着 １０年 

７ 夏下衣 １本 １０年 

８ 夏帽 １個 １０年 



９ 夏半袖シャツ １着 ５年 

１０ 活動上衣 １着 ５年 

１１ 活動ズボン １本 ５年 

１２ 活動帽 １個 ５年 

１３ 活動服用バンド １本 ５年 

１４ 防寒コート １着 在任期間 

１５ 防寒ジャンパー １着 在任期間 

１６ ショルダーバッグ １個 在任期間 

１７ ウェストポーチ １着 在任期間 

１８ 黒短靴 １足 在任期間 

１９ ゴム長靴 １足 ５年 

２０ ネクタイ １本 １０年 

２１ 消防団員手帳 １冊 在任期間 

２２ 階級章 各１対 ５年 

２３ 衣（えり章） 各１対 ５年 

２４ 安全帽 １個 １０年 

２５ 白手袋 １双 ２年 

２６ 革手袋 １双 ２年 



 



 



別記様式（第５条関係） 

 


